
【規 則】

島根県中小企業高度化資金貸付規則の一部を改正する規則 （中 小 企 業 課） ２

【告 示】

島根県環境資金融資要綱の一部改正 （中 小 企 業 課） ２

目 次

島根県報
平成23年３月31日（木）

号外 第 6 4 号
( )毎週火・金曜日発行

http://www.pref.shimane.lg.jp/

第64号 島 根 県 報 平成23年３月31日号外

 
1



公布された条例等のあらまし

（規則第32号）◇島根県中小企業高度化資金貸付規則の一部を改正する規則

１ 規則の概要

貸付金の融資利率を改めることとした。（別表関係）

２ 施行期日

平成23年４月１日から施行することとした。

規 則

島根県中小企業高度化資金貸付規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成23年３月31日

島根県知事 溝 口 善兵衛

島根県規則第32号

島根県中小企業高度化資金貸付規則の一部を改正する規則

島根県中小企業高度化資金貸付規則（昭和51年島根県規則第11号）の一部を次のように改正する。

別表１の項利率（年利）の欄、３の項利率（年利）の欄及び15の項利率（年利）の欄中「1.10パーセント」を「1.05パ

ーセント」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成23年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則による改正後の島根県中小企業高度化資金貸付規則の規定は、この規則の施行の日以後に貸付けの決定をす

る高度化資金について適用し、同日前に貸付けの決定をした高度化資金については、なお従前の例による。

告 示

島根県告示第256号

島根県環境資金融資要綱（平成11年島根県告示第251号）の一部を次のように改正する。

平成23年３月31日

島根県知事 溝 口 善兵衛

第２条第２号中「性風俗特殊営業」を「性風俗関連特殊営業」に改める。

第５条第１項中「次の各号のいずれかに該当する」を「別表に掲げる」に改め、同項各号を削る。

第６条中「は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める」を「（資金使途、融資限度、融資利率、融資期間、

償還方法、保証人、担保の要否、信用保証の要否及び保証料率をいう。以下同じ。）は、別表の」に改め、同条各号を削

る。

第７条の見出し中「申請」を「申込み」に改め、同条第１項中「申請者」を「申込者」に、「別に定める申請書を取扱

金融機関を経由して知事に提出しなければならない」を「県、取扱金融機関等の所定の申込書を別表に掲げる申込先に提

出するものとする」に改め、同条第２項及び第３項を削り、同条第４項中「第５条第１項第11号」を「別表の融資対象事

業費の欄第11号」に、「申請書」を「申込み」に改め、「意見書を」の次に「前項の申込書に」を加え、同項を同条第２

項とする。

第８条第１項中「知事」を「申込者が中小企業者（島根県信用保証協会（以下「保証協会」という。）の保証対象とな
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る企業をいう。以下同じ。）以外の者である場合にあっては知事、申込者が中小企業者である場合にあっては保証協会

（以下「認定者」という。）」に、「申請書の提出があった場合において内容を審査の上適当と認めたときは、事業実施

計画及び融資条件について」を「融資の申込みがあったときは、第４条、第５条及び第６条に規定する事項について調査

又は審査を行い、申込者に係る融資条件等について」に改め、同条第２項中「知事」を「認定者」に、「申請者、取扱金

融機関、保証協会（申請者が保証対象企業の場合に限る。）及び市町村長（前条第４項の融資に限る。）」を「申込者及

び関係機関」に改める。

第９条第１項中「前条第２項の通知を受けたときは、速やかに申請者に対し融資」を「前条第１項の認定に基づき融資

の決定」に改め、同条第２項を次のように改める。

２ 前条第２項の規定による認定の通知を受けた申込者（以下「借受者」という。）は、取扱金融機関所定の手続を経

て融資を受けるものとする。

第10条中「融資を受けた者（以下「借受者」という。）」を「借受者」に改める。

第11条の見出し中「事業実施計画」を「事業計画」に改め、同条中「第８条の規定に基づく認定を受けた事業実施計

画」を「融資を受けた事業の計画」に改め、「その旨を」を削り、「知事に申し出て」を「申込先を経由して認定者に提

出し」に改める。

第12条第１項中「知事」を「認定者」に改め、「と認めた」を削り、同条第２項を削る。

第13条第１項第１号中「前条第１項」を「前条」に改め、同項第２号中「知事」を「認定者」に改め、同項第３号中

「（第５条第１項第11号に係る融資にあっては、融資対象事業費の80パーセント）」を削り、同条第２項を削る。

第14条を次のように改める。

（報告）

融資を行った取扱金融機関は、別に定めるところにより融資状況報告書を知事又は保証協会へ送付するものとす第14条

る。

２ 保証協会は、前項の報告書をとりまとめの上、知事に提出するものとする。

第16条中「代位弁済した」を「代位弁済をした」に、「第５条第１項第11号」を「別表の融資対象事業費の欄第11号」

に改める。

附則の次に次の別表を加える。

（第５条－第７条関係）別表

島根県環境資金融資一覧

融資対 融資対象事業費 融資条件 申込先

象者 資金 融資 融資利率 融資 償還 保証 担保 信用保

使途 限度 責任 責任 期間 方法 人 の要 証の要

共有 共有 否 否（保

利率 外利 証 料

率 率）

中小企 次の各号のいずれかに該当する経費 設備 ２億 1.75 1.60 15年 ２年 取扱 取扱 要 商工会

業者 ⑴ 公害を防止するために必要な施設・設備の 資金 円 パー パー 以内 以内 金融 金融 （ 年 議所

設置又は改善に要する経費 セン セン 据置 機関 機関 0 . 4パ 商工会

⑵ 石綿の飛散を防止するために必要な施設・ 運転 ト ト 元金 又は 又は ーセン 島根県

設備の改善（石綿の使用状況の調査、石綿の 資金 均等 保証 保証 ト以上 商工会

除去、封じ込め等適切な工法による措置、剥 （融 月賦 協会 協会 1. 7パ 連合会

ぎ取った石綿の処分等）に要する経費 資対 の決 の決 ーセン 島根県

⑶ 産業廃棄物処理施設・設備の設置又は改善 象事 定に 定に ト 以 中小企

に要する経費 業費 よ よ 下） 業団体
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⑷ 産業廃棄物の再生利用、再資源化のための のう る。 る。 中央会

施設・設備の設置又は改善に要する経費 ち、 財団法

⑸ 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に 第２ 人しま

関する法律（昭和63年法律第53号）第２条第 号及 ね産業

１項に定められた特定物質（以下「特定物 び第 振興財

質」という。）から代替物質への転換施設・ 10号 団

中小企 設備、特定物質回収施設・設備及び特定物質 に係 － 1.60 不要 取扱金

業者以 破壊施設・設備の設置又は改善に要する経費 る経 パー 融機関

外の企 ⑹ 従来の設備よりも資源及びエネルギーの消 費に セン

業 費量を５パーセント以上節減する設備の設置 限 ト

に要する経費 る。

⑺ 自然エネルギー利用施設・設備の設置又は ）

改善に要する経費

⑻ リサイクルエネルギー利用施設・設備の設

置又は改善に要する経費

⑼ 事業の用に供する低公害車を購入する経費

又は低公害車用燃料供給施設・設備の設置又

は改善に要する経費

⑽ 環境管理システム（ＩＳＯ14001）の認証

を取得するための施設・設備の設置又は改善

及び審査登録に要する経費

⑾ 製造業等を営む企業が、住居地域等から市

町村長が工場立地の適地と認める区域へ工場

の全面移転を行うのに必要な移転先の用地の

取得及び移転先の施設・設備の設置に要する

経費

⑿ 工場等企業施設周辺の景観保持のために必

要な緑地、囲障等の設置又は改善に要する経

費

備考 この表において「責任共有利率」とは、責任共有制度（信用保証協会の保証付き融資について、原則として、金

融機関が20パーセントの責任を負担する制度をいう。以下同じ。）の対象となる場合の利率をいい、「責任共有外利

率」とは、責任共有制度の対象とならない場合の利率をいう。

附 則

１ この告示は、平成23年４月１日から施行する。

２ この告示による改正後の島根県環境資金融資要綱の規定は、平成23年４月１日以後の認定に係る融資について適用

し、同日前の認定に係る融資について、なお従前の例による。
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